
工事書類最適化の試行（営繕工事編）について

1．適用

令和 5 年 4月 1 日以降に入札公告又は指名通知を行う工事

なお、契約中の案件若しくは入札手続き中の案件については、受注者と協議のうえ適用でき

るものとする。 

2．工事書類の最適化 

 別添の「事前協議チェックシート」及び「工事書類最適化一覧表（営繕工事編）」に基づき実

施する。なお、工事情報共有システムの使用の有無に関わらず、工事で提出する書類、書類の

提出方法、検査・納品方法について事前協議すること。 

(1)提出書類の明確化

1)（条件付きで）省略・簡略化が可能となる書類

・施工計画書（各工種の工事量が少量の場合は、複数の工種をまとめて作成可能）

・施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料

・技能士及び技能資格者の資格等を証明する資料

・電気保安技術者の資格等を証明する資料

・工事用電力設備の保安責任者の報告資料

・短期工程表

・工事材料の搬入報告

・材料検査願

・確認・立会請求書

2)提示のみを求める書類

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）

※上記書類は、完成検査において提出は求めないが施工過程の確認をするために提示を求め

る書類である

(2)工事書類の電子化

1)工事情報共有システムを利用する場合は、「営繕工事における工事情報共有システムの活用

ガイドライン」により実施する。

3．工事書類最適化ガイドブック（営繕工事編） 

 本ガイドブックは工事書類の最適化に関する「見える化」を目的に発行している。受発注者

におかれては、一覧表及びガイドブックを参考に協議を行うものとし、受注者は作成工事書類

の取扱等について施工計画書へ記載するものとする。なお、工事写真について、紙媒体だけで

なく電子媒体での提出を認めるものとする。 
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